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北陸農政局福井農政事務所交渉（全農林労働組合北陸地方本部福井分会）

議 事 要 旨

１．開催日時：平成２２年１月２５日（月）１７：３０～１８：０５（３５分）

２．開催場所：福井農政事務所第１会議室

３．出 席 者：

北陸農政局福井農政事務所 田中 宏樹 所 長

川名 長治 次 長

平口 寿 総務課長

寅ヶ口暁実 九頭竜事業所庶務課長

山内 浩明 総務課職員係長

全農林労働組合北陸地方本部福井分会 林 修造 委員長

松宮 正幸 副委員長

田村 一浩 書記長

山田 和彦 書記次長

竹内 直樹 会計長

佐孝 龍幸 執行委員

斎藤 栄 執行委員

本多 晴美 執行委員

高塚 誠治 執行委員

笠川 重安 執行委員

西岡 賢人 執行委員

４．議 題：「実効性のある超過勤務縮減対策を実施すること」

「メンタルヘルスケアの充実を図ること」

（全農林労働組合北陸地方本部福井分会提出 別添「要求書」）

５．議事概要

（平口総務課長）：本日の交渉に先立ち、国家公務員法１０８条の５の規定に基づく予

備交渉の段階で取り決めた事項を報告します。全農林労働組合北陸地方本部福井分

会から提出された要求事項が「新たな労使関係の構築に関する基本方針」Ⅱの１の

（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項については、要求事項の７

の（１）～（３）の小項目については削除し、大項目の「実効性のある超勤縮減対

策を実施すること。」並びに、要求事項の８の（６）「メンタルヘルスケアの充実

を図ること。」の２項目とし、その他の事項については、国公法１０８条の５第３

項の規定による管理運営事項に該当すること、又は国公法１０８条の５第４項の規

定による権限内事項ではないことから、要望事項として承るとの整理をしましたの

で、これを前提として交渉を開始します。
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（林委員長）：それでは今ほどお渡しいたしました、分会要求第２号については、１１

月１６日に提出させていただきまして、それ以降北陸管内の取りまとめをし、全体

として本省の確認をとって、本日ご回答をいただけるということですのでよろしく

お願いいたします。

我々として昨年の３月に組合の運営のあり方と不適切な労使慣行については、８月

の当局との合意に基づきまして鋭意組織内の立て直しといいましょうか、体制の確

立に取り組んできております。その中で今回の要求項目につきましても、先ほど申

しました様に各段階での確認をただいた上で、本日所長の方から回答をいただける、

先ほど総務課長から説明がありました２項目について、ただいまより交渉をさせて

いただきます。

ただ、今回まとめさせていただいた要求の項目というのは、国公法でいえば管理運

営事項なり権限外事項と整理されておりますが、我々現場で働く職員の立場からす

れば全て緊急に改善の必要のある極めて切実な項目でありますので、整理とすれば

要望事項となるんですけれども、この中味については是非とも所長のご理解をいた

だきまして、福井農政事務所、九頭竜事業所含めて職場で一つでも実現できる分に

ついては是非、善処願いたいと思います。

細かい要求項目の説明については、書記長の方から説明させていただき、その後、

所長の方からご回答をお願いしますのでよろしくお願いします。

（田村書記長）： いま、委員長の方からありましたとおり、お手元に提出しました要

求書につきましては、１０月の段階で私どもが労働点検という形で県内の職場で点

検をおこなった結果を取りまとめたものであります。

いま総務課長が言われましたとおり、予備交渉の中で要求７の大項目と要求８の

（６）の部分について交渉事項ということでありますが、その他の部分についても

切実なものでございますので、要望事項という形で接受をしていただき受け止めて

いただきたいと思います。

それでは要求事項７の「実効性のある超過縮減対策を実施すること」についてです

が、この要求につきましては、従来から引き続いた課題であると思っております。

今年度までの大幅な人員の減少によりまして、一人あたりの業務量が大変増加をし

てきている、また一方では業務の従来までの見直しが行われて無いという中で、や

はり超過勤務が増加してきているということが現状であると思います。

そういう意味では労働条件上も大変問題でありますし、健康管理の上でも大変重要

な問題である事項であると私どもといたしましては思っております。

具体的に農政事務所の職域につきましては、昨年度を見てみましても所得安定対策

の関係、それから立入検査、事故米、ＭＡ米のカビチェックの関係で大変な超過勤

務が見られたというふうに思っております。

そう言う意味で、きっちりとした業務整理をしながら恒常的な超過勤務があるとい

うことであれば問題であると思っております。今後を想定して考えてみれば、戸別

所得補償制度の関係、米トレサの関係で現在もチームという形で普及・周知という

ことで現在行っておりますが、ある意味通常業務を抱えながらチームとしての業務

を遂行しており、大変超過勤務が増大しているような感じがしております。

また、統計部につきましてもセンサスが今年度実施されることにより、その集計業
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務などにより大変超過勤務が増加するのではないかと危惧をしております。

次に、農政事業所の関係でありますが、これまでも大変恒常的な超勤がつづいてい

るという実情は変わっていないと思っております。

若干、対外的なこともございますので、いたしかたない部分もあるように思います

が、そういう中でも恒常的な超勤が続いています。今後も想定すれば現在、土地改

良予算が大幅に削減され、これに伴い大幅な計画の変更・調整・説明などにより大

変なことが想定されます。そういう意味で、私たちも業務としてやらなければなら

ないこと、そのことで発生する超過勤務については、きっちりと命令に基づいてや

っていきたいと思っておりますが、恒常的なメリハリの無いような超過勤務では大

変問題と考えておりますので、私どもといたしましても意識をもって超勤縮減に取

り組んでいきたいと思っておりますので、当局においても意識をもって超勤縮減に

向けたご努力をお願いしたいと思います。

次に、要求８の（６）の関係でありますが、「メンタルヘルスケアの充実を図るこ

と」についてでありますが、これについても大幅な人員の減少に伴う一人あたりの

大幅な業務量の増加ということもありまして、大変病休者、もしくは休職者が増加

しているような現状だと思います。また、病休までにいたらないまでにもメンタル

の傾向にあるという者もおられるというふうに思っております。

現在まで、毎月のカウンセリングルームなりセミナーなどを開催していただいてい

るところではありますが、実際に開催はされるものの実状的に効果のあるものとな

っているのかということも若干疑問であります。

開催の方法について、必要とする者が参加できるような、もう少し工夫をされたよ

うな形での開催をお願いします。

また、このことは、日頃から一人一人が意識を持って、目配り気配りをしていく必

要があると思っております。これは、当局、組合というのではなく、職場で一人一

人が意識をもって対応する必要があると私どもとしても思っておりますので、当局

においても管理者としての対応をお願いします。

以上、要求項目の説明とさせていただきます。

（田中所長）：では、回答をさせていただきます。まず超勤縮減対策についてでありま

すが、超過勤務の縮減については、計画的な業務の執行、超過勤務の実態把握と指

導及び水・金曜日の定時退庁の促進等、職員が退庁しやすい環境作りが重要である

と理解してます。このため、超過勤務予定者の早期把握による当日処理を見極め、

業務調整を行うなどにより定時退庁の促進を図って参ります。具体的には、定時退

庁日の管理者の巡回、各課内において業務処理の改善・事務の簡素化等についての

話し合い、庁内放送などを実施して、不要不急の超過勤務の防止等、超過勤務を必

要最小限に止めるよう啓発・周知に取り組んできたところです。また、本年度から

始まりました人事評価制度の、各管理職の業務目標の中において、超過勤務縮減の

具体的目標を掲げ、これまで以上に超過勤務縮減に対する意識を高めるよう努めて

います。

しかし、残念ながら現時点では、これまでの対策の中で、はっきりとした成果が目

に見えて出てきていないというのが実状であろうかというふうに受け止めていま

す。
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さらに、２２年度よりスタートします、「戸別所得補償制度」の関係団体及び生産

者への周知業務により、夜間や土日の説明の場が多くなり超過勤務が増えることが

予想されます、また、その他の立入検査や統計のセンサス等においてでも同様のこ

とが言えますが、これらの点については、農政事務所の責任ある役割を果たすとい

うことでありますので御理解をお願いします。

また、事業所職域におきましては、国営事業の円滑な推進のために住民や地権者の

方々との交渉や協議・説明というのは非常に重要なことであり、こちらも夜間の開

催が多いというふうに承知をしております。その際は、特定の者に業務が集中した

り、その方の超過勤務が極端に増えることがないように対応していきたいと考えて

おります。

引き続き、業務の把握を行い効率的な業務計画の樹立、各職員とのコミュニケーシ

ョンをより深め、よりよい職場環境の雰囲気づくりをして参ります。

次に、もう一点のメンタルヘルスケアの充実についてでありますが、近年、業務が

複雑、困難化し業務量が増加していること、職場での人間関係が希薄化しているこ

となどが、メンタルヘルスが増加している一因と考えられます。

心の健康づくりについては、指針の発出や相談体制の整備等が必要であり、予防の

面と対処の面の両面で、管理監督者による部下に対する適切な対応を取ることが重

要と考えます。

メンタルヘルス対策については、職務内容、職場環境、生活環境の変化等に伴う職

員のストレス要因の増加にかんがみ、外部講師によるセミナーの開催、及びカウン

セリング・ルームの開設等を実施しているところです。

なお、昨年度から職員がメンタル患者による休職及び長期病気休暇から復職を希望

した場合に、職場への円滑な復職が行えるよう、主治医以外の専門医による「精神

科医支援プログラム」（セカンドオピニオン）が実施されているところであります。

私としても、メンタルヘルス対策の強化に向けて努力しているところですが、職員

の心の健康問題を職場全体で取り組むことが重要であり、各職員とのコミュニケー

ションをより深めるとともに、様々な場を活用してメンタルヘルス対策に取り組ん

で参ります。

先ほどの超過勤務の縮減の点と合わせまして、農政事務所そして事業所の職員の皆

さんが気持ちよく安心して仕事が出来るように努めていきたいと考えております。

（林委員長）：今ほど、２項目に関しまして所長の方からご回答をいただきましたが、

冒頭書記長からありましたように、２項目については決して新しい課題ではない、

特に超過勤務の問題をみても我々をとりまく状況とすれば、非常に厳しくなってい

ます。新しい業務や特に事業所においては予算削減というのが今後の事業の推進等

に大きな影響があるということで、我々の方にも農業者の方からも交付金の減少に

つながらないように是非ともやっていただきたいと言うことまで現場では対応して

いる状況となっています。そいうことから逆に農業者の方に我々としては農林水産

省の代表として明確に答える義務があるわけでありますが、今回、予算の問題であ

るとか、これからの事業の問題であるとかは管理運営事項として整理されています

けども、要求の中にありますように、それらの情報についてはできるだけ所内でい

ろんな機会を通じて職員へ周知していただきたいと思います。
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今回の交渉の場に各職場の執行委員が参加させていただいておりますが、各職場で

事情も違い課題もあると思いますので、２項目に絞って改めて各執行委員から要請

をさせていただきますので、しばらくよろしくお願いします。

（佐孝執行委員）： 超勤縮減の関係についてですが、所長としましても成果がでてき

ていないという見解でありましたが、個別に又は、いつの時期に超勤が増加してい

るのかということは、定期的に把握しているのでしょうか。というのは、そういっ

た細かい分析をしてはじめて何処に原因があるのか解ってくると思います。確かに

水・金の定時退庁と７月、１０月縮減月間等の取組はある程度効果があると思いま

すが、個別に超勤システム等から、いつの時期に・どのくらいの時間・どういった

業務により超勤が増加しているかを把握し細かく分析することによって、その日の

超勤の必要性などを把握して超勤を減らすとか、そういった手だてができれば成果

が出てくるのではないかと思います。

（平口総務課長）：超勤については、今ほど言われた様に超勤システムを利用して、個

人別の超勤時間または内容について積み上げて、課別等にして把握しております。

（田中所長）： 毎月の課別の超勤時間を見せていただきますが、その中で課内のどう

いった人達が超勤が多いのかというのは、常々把握するよう心がけておりますので、

今後もそういった点に気を付けて引き続き見ていきたいと思っております。

（山田書記次長）：超勤縮減の回答の中で所長の方からコミュニケーションを図ってい

くというお話がありましたが、本当にコミュニケーションを図っていけるのかとい

ったことを危惧しております。というのは４月・１０月に管理者の業務目標を掲げ

たかと思いますが、その中で月１回の課内での話し合い等を持つ管理者もいらっし

ゃいますが、まだ４月以降一度も話し合いを行っていない方もおられます。所長の

回答にもありますようにコミュニケーションを図っていくとについては大切と考え

ますので、このことについては、県下でしっかりと話し合いを持ちながら超過勤務

の縮減に繋げていくようお願いします。

（田中所長）： コミュニケーションを図っていくことについては、私としても少し心

配していたところでありますので、管理職に対して再度周知していきたいと考えて

おります。

（高塚執行委員）： 事業所の関係でありますが、一つとしまして恒常的な超勤がある

わけであり、その中で管理職の方もいろいろと動いていただいている部分も多く見

受けられますが、しかしながら個々で突出して恒常的に超勤が増加している方が数

名います。所内で勤務の内容について打合せ等で認識を深めていますが、それでも

中々、恒常的な超過勤務が減らない状況となっています。更なる超勤縮減の対応・

調整をお願いします。二つめとして来年度予算がかなり圧縮されたところでありま

すが、そういった中で今後どのように事業に変化があるのかといったことはまった

く見えない状況であり、特定の職員に更なる負担のかからにように対応をお願いし

ます。

（田中所長）：今の話しについては、また、九頭竜事業所長等にお伝えして改善される

ようお話していきたいと思います。

（田村書記長）： 各職場の方から、いろいろと切実な思いということで発言をさせて

いただきました。特に私としても感じていることは、所長の超勤縮減やメンタルヘ
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ルスについての考え方については理解できるところであります。しかしながら所長

の気持ちが現場の管理職まできっちり伝わっていて、各管理職がそういった対応を

されているかというと若干疑問であります。

超勤縮減やメンタルヘルスの問題については、各職場の課内において常日頃から一

緒に仕事している中から、きめ細かな対応をしていくことが重要と考えております

ので、現場の管理職への周知をお願いするとともに改善に向けて取り組んでいただ

きたいと思います。

（林委員長）：これらの職場の意見・要望を是非とも受け止めていただいて、これらの

ことが一つでも解決するように引き続きご尽力願いたいと思います。

我々としても、昨年の夏以降からの改革の中で、この間現場で、農業者・生産者・

事業者からみれば、我々は農林水産省の顔として、ある意味責任を持って説明等を

行っております。このことは、職員の資質、組合員の資質がわずかでありますが日

々向上していると思っております。

今回、昨年の８月の新たな労使関係の基で、要求の中味につきましても今回の様な

整理がされてきたわけでありますが、少なくとも現場の管理職として職員又は組合

員に対する説明責任はあるというふうに私としては思っていますので、交渉の場に

限らず日常の場においても果たしていただきたいと思います。

所長におかれましては、これらのことを十分理解していただいて、引き続き仕事の

し易い、働きやすい職場の構築に向けてご尽力願います。

以 上








